
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Ｎｏ． １１１ 
 

発行 ２３．５．１１ 
 
      ＪＲ東労組 業務部 

転勤の発令等を受けた社員が以下の➀から➂に定める要件のすべてに該当する場合に支給 
①勤務発令等の後、1年以内に配偶者と別居する場合、または賃金規程別表第 21配偶者居住地域表に掲
げる地域に居住する配偶者と当該転勤の発令等の前から継続して別居している場合 
②転勤の発令等の後に継続して 1箇月以上別居する場合 
③次のいずれかに該当する場合 
 ア 配偶者の居住地から新勤務地箇所までの距離又は所要時間が 100km 以上又は 2時間以上あり、配
偶者の居住地から社員の居住地までの距離又は所要時間が 50km以上又は 1時間以上ある場合 

 イ 配偶者の居住地から新勤務地箇所までの距離又は所要時間が 50km以上又は 1時間以上あり、配偶
者の居住地から社員の居住地までの距離が 25km以上ある場合 

67,000円 62,000円 52,000円 47,000円 42,000円

62,000円 47,000円 42,000円 39,000円

62,000円 52,000円 47,000円

47,000円 42,000円 37,000円 36,000円

67,000円 62,000円 52,000円

62,000円 57,000円 53,000円

62,000円 52,000円 47,000円

47,000円 42,000円 36,000円

支給額区分

T等級

等級

主幹職Ａ

主幹職Ｂ

技術専任職

主務職

等級 支給額区分

H等級

M等級

S等級

（２）医療社員

（１）一般社員

62,000円 57,000円 47,000円 42,000円 37,000円

57,000円 42,000円 37,000円 34,000円

57,000円 47,000円 42,000円

42,000円 37,000円 32,000円 31,000円

62,000円 57,000円 52,000円

57,000円 52,000円 48,000円

57,000円 47,000円 42,000円

42,000円 37,000円 31,000円

支給額区分

主幹職Ａ

主幹職Ｂ

技術専任職

主務職

T等級

（１）一般社員

等級

（２）医療社員

等級 支給額区分

H等級

M等級

S等級

 ３歳まで

 小学校６年生まで

育児・介護勤務Ａ

育児・介護勤務B

  養育休暇（月５日）
中学校３年生まで

  養育休暇（月３日）

 小学校３年生まで

 小学校３年生まで

育児・介護勤務Ａ

育児・介護勤務B

  　 養育休暇（月５日）


